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川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市職員退職手当支給条例 ○川崎市職員退職手当支給条例 

昭和23年12月28日条例第73号 昭和23年12月28日条例第73号

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第８条 勤続期間１年以上で退職した職員であって、第１号に掲げる額が第

２号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法（昭和

49年法律第116号）第15条第１項に規定する受給資格者と、当該退職した職

員の勤続期間の年月数を同法第22条第３項に規定する算定基礎期間の年月

数と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の日と、同

法第23条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定

めるもの（以下「特定退職者」という。）を同項に規定する特定受給資格

者とみなして同法第20条第１項を適用した場合における同項各号に掲げる

受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間（当該期間内に妊娠、出

産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くこと

ができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合

には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、

その加算された期間が４年を超えるときは、４年とする。次項及び第４項

において「支給期間」という。）内に失業している場合において、第１号

に規定する一般の退職手当等の額を第２号に規定する基本手当の日額で除

して得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に等しい

日数（以下「待期日数」という。）を超えて失業しているときは、第１号

に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第

２号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定

する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。 

第８条 勤続期間１年以上で退職した職員であって、第１号に掲げる額が第

２号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法（昭和

49年法律第116号）第15条第１項に規定する受給資格者と、当該退職した職

員の勤続期間の年月数を同法第22条第３項に規定する算定基礎期間の年月

数と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の日と、同

法第23条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定

めるもの（以下「特定退職者」という。）を同項に規定する特定受給資格

者とみなして同法第20条第１項を適用した場合における同項各号に掲げる

受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間（当該期間内に妊娠、出

産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くこと

ができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合

には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、

その加算された期間が４年を超えるときは、４年とする。次項及び第４項

において「支給期間」という。）内に失業している場合において、第１号

に規定する一般の退職手当等の額を第２号に規定する基本手当の日額で除

して得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に等しい

日数（以下「待期日数」という。）を超えて失業しているときは、第１号

に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第

２号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定

する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。 

(１) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額 (１) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額 

(２) その者を雇用保険法第15条第１項に規定する受給資格者と、その者 (２) その者を雇用保険法第15条第１項に規定する受給資格者と、その者
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改正後 改正前 

の職員としての勤続期間を同法第17条第１項に規定する被保険者期間

と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の日と、そ

の者の職員としての勤続期間の年月数を同法第22条第３項に規定する算

定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16

条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にそ

の者に係る同法第22条第１項に規定する所定給付日数（以下「所定給付

日数」という。）を乗じて得た額 

の職員としての勤続期間を同法第17条第１項に規定する被保険者期間

と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の日と、そ

の者の職員としての勤続期間の年月数を同法第22条第３項に規定する算

定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16

条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にそ

の者に係る同法第22条第１項に規定する所定給付日数（以下「所定給付

日数」という。）を乗じて得た額 

２ 勤続期間１年以上（特定退職者にあっては、６月以上）で退職した職員

が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当

等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第２号の規定の例に

よりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受け

ることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定

の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る

所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。 

２ 勤続期間１年以上（特定退職者にあっては、６月以上）で退職した職員

が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当

等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第２号の規定の例に

よりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受け

ることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定

の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る

所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。 

３ 前項の規定を適用する場合において、その者の職員としての勤続期間が

１年未満である職員であって、当該勤続期間に係る職員となった日前１年

の期間内に職員であったことがある者（以下この項において「旧職員」と

いう。）については、当該勤続期間に、旧職員としての勤続期間（当該旧

職員としての勤続期間に係る退職手当の支給を受けた場合には、当該退職

手当の支給に係る退職の日以前の期間を除く。）を加えた期間をもって職

員としての勤続期間とする。 

３ 前項の規定を適用する場合において、その者の職員としての勤続期間が

１年未満である職員であって、当該勤続期間に係る職員となった日前１年

の期間内に職員であったことがある者（以下この項において「旧職員」と

いう。）については、当該勤続期間に、旧職員としての勤続期間（当該旧

職員としての勤続期間に係る退職手当の支給を受けた場合には、当該退職

手当の支給に係る退職の日以前の期間を除く。）を加えた期間をもって職

員としての勤続期間とする。 

４ 第１項及び第２項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に事業

（その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開

始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が、規則で定

めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間

（当該実施期間の日数が４年から支給期間の日数を除いた日数を超える場

合における当該超える日数を除く。）は、支給期間に算入しない。 

４ 第１項及び第２項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に事業

（その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開

始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が、規則で定

めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間

（当該実施期間の日数が４年から支給期間の日数を除いた日数を超える場

合における当該超える日数を除く。）は、支給期間に算入しない。 
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改正後 改正前 

５ 第１項又は第２項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当

の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条か

ら第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支

給の条件に従い、第１項又は第２項の退職手当を支給することができる。 

５ 第１項又は第２項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当

の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条か

ら第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支

給の条件に従い、第１項又は第２項の退職手当を支給することができる。 

(１) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第１項に規

定する公共職業訓練等を受ける場合 

(１) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第１項に規

定する公共職業訓練等を受ける場合 

(２) その者が次のいずれかに該当する場合 (２) その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の２第１項各号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法（昭和22年法律第141号）第４条第４項に規定する職業指導

を行うことが適当であると認めたもの 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の２第１項各号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法（昭和22年法律第141号）第４条第４項に規定する職業指導

を行うことが適当であると認めたもの 

イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

(３) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第１項の規定による措置を決定し

た場合 

(３) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第１項の規定による措置を決定し

た場合 

(４) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第１項の規定による措置を決定し

た場合 

(４) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第１項の規定による措置を決定し

た場合 

６ 第１項、第２項及び前項に定めるもののほか、第１項又は第２項の規定

による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当す

るものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、雇用保険法の規定

による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求

職活動支援費の支給の条件に従い、退職手当として、支給する。 

６ 第１項、第２項及び前項に定めるもののほか、第１項又は第２項の規定

による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当す

るものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、雇用保険法の規定

による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求

職活動支援費の支給の条件に従い、退職手当として、支給する。 

(１) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業 (１) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業
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改正後 改正前 

訓練等を受けている者 同条第４項に規定する技能習得手当の額に相当

する金額 

訓練等を受けている者 同条第４項に規定する技能習得手当の額に相当

する金額 

(２) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を

維持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上その者と婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）と別居して寄宿する者 雇用保険

法第36条第４項に規定する寄宿手当の額に相当する金額 

(２) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を

維持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上その者と婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）と別居して寄宿する者 雇用保険

法第36条第４項に規定する寄宿手当の額に相当する金額 

(３) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾

病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第

３項に規定する傷病手当の日額に相当する金額 

(３) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾

病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第

３項に規定する傷病手当の日額に相当する金額 

(４) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第３項に規定する

就業促進手当の額に相当する金額 

(４) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の３第３項に規定する就業促

進手当の額に相当する金額 

(５) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業

に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第１項

に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する

者 同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額 

(５) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業

に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第１項

に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する

者 同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額 

(６) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のいずれかに該当する

行為をする者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金

額 

(６) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のいずれかに該当する

行為をする者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金

額 

７ 前項第３号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第１項

又は第２項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超

えては支給しない。 

７ 前項第３号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第１項

又は第２項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超

えては支給しない。 

８ 第６項第３号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第２項

又は第６項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日

数分の第１項又は第２項の規定による退職手当の支給があったものとみな

す。 

８ 第６項第３号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第２項

又は第６項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日

数分の第１項又は第２項の規定による退職手当の支給があったものとみな

す。 

９ 第６項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第２項

又は第６項の規定の適用については、雇用保険法第56条の３第１項第１号

９ 第６項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第２項

又は第６項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、
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改正後 改正前 

に該当する者に係る就業促進手当について同条第４項の規定により基本手

当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第１項又は第２項

の規定による退職手当の支給があったものとみなす。 

当該各号に定める日数分の第１項又は第２項の規定による退職手当の支給

があったものとみなす。 

（削る。） (１) 雇用保険法第56条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進

手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する

日数 

 (２) 雇用保険法第56条の３第１項第１号ロに該当する者に係る就業促進

手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第５項の規定

により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数 

10 偽りその他不正の行為によって第１項、第２項、第５項及び第６項の規

定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の

４の例による。 

10 偽りその他不正の行為によって第１項、第２項、第５項及び第６項の規

定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の

４の例による。 

11 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によりこれに相当する

給付の支給を受ける者に対しては支給しない。 

11 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によりこれに相当する

給付の支給を受ける者に対しては支給しない。 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般

の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般

の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされ

た場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮(こ)

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされ

た場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(２) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされたとき。 

(２) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされたとき。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職
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手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

て、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴

取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があ

ると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の

額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認め

るとき。 

(１) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

て、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴

取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があ

ると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の

額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認め

るとき。 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる

行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値

することが明らかなものをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足り

る相当な理由があると思料するに至ったとき。 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる

行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値

することが明らかなものをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足り

る相当な理由があると思料するに至ったとき。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合

には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対しまだ当該一般の退

職手当等の額が支払われていない場合において、前項第２号に該当すると

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合

には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対しまだ当該一般の退

職手当等の額が支払われていない場合において、前項第２号に該当すると

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の

退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分（以

下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成26年

法律第68号）第18条第１項本文に規定する期間が経過した後においては、

当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退

職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分（以

下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成26年

法律第68号）第18条第１項本文に規定する期間が経過した後においては、

当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退

職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に
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おいて、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

おいて、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(１) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合 

(１) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁

刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）

又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定に

よる処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起

しない処分があった日から６月を経過した場合 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮

(こ)以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）

又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定に

よる処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起

しない処分があった日から６月を経過した場合 

(３) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第１項の

規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から１

年を経過した場合 

(３) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第１項の

規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から１

年を経過した場合 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支

払差止処分を受けた者が次条第２項の規定による処分を受けることなく当

該支払差止処分を受けた日から１年を経過した場合には、速やかに当該支

払差止処分を取り消さなければならない。 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支

払差止処分を受けた者が次条第２項の規定による処分を受けることなく当

該支払差止処分を受けた日から１年を経過した場合には、速やかに当該支

払差止処分を取り消さなければならない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該

支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職

手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分

を取り消すことを妨げるものではない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該

支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職

手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分

を取り消すことを妨げるものではない。 

８ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第８条

の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、そ

の者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。 

８ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第８条

の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、そ

の者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。 

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止

処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止

処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける
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場合（これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合におい

て、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第３項

の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の

支払を受けるに至ったときを含む。）において、当該退職をした者が既に

第８条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の

退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控

除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に

支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般

の退職手当等は、支払わない。 

場合（これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合におい

て、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第３項

の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の

支払を受けるに至ったときを含む。）において、当該退職をした者が既に

第８条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の

退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控

除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に

支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般

の退職手当等は、支払わない。 

10 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用する。 10 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用する。 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） （退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号

に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第13条第１

項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手

当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号

に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第13条第１

項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手

当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあ

っては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退

職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあ

っては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退

職後に禁錮(こ)以上の刑に処せられたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第

３項の規定による懲戒免職の処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分」という。）を受けたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第

３項の規定による懲戒免職の処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分」という。）を受けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退
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職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き

続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたと

き。 

職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き

続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたと

き。 

２ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合

には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対しまだ当該一般の退

職手当等の額が支払われていない場合において、前項第３号に該当すると

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第13条第１

項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

２ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合

には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対しまだ当該一般の退

職手当等の額が支払われていない場合において、前項第３号に該当すると

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第13条第１

項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

３ 退職手当管理機関は、第１項第３号又は前項の規定による処分を行おう

とするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

３ 退職手当管理機関は、第１項第３号又は前項の規定による処分を行おう

とするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

４ 川崎市行政手続条例（平成７年川崎市条例第37号）第３章第２節の規定

は、前項の規定による意見の聴取について準用する。 

４ 川崎市行政手続条例（平成７年川崎市条例第37号）第３章第２節の規定

は、前項の規定による意見の聴取について準用する。 

５ 第13条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定による処分

について準用する。 

５ 第13条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定による処分

について準用する。 

６ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２項の規定に

より当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われた

ときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。 

６ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２項の規定に

より当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われた

ときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る

退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第13条第１項に規定する

事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第８条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた

者（次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。）であった

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る

退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第13条第１項に規定する

事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第８条第２項の規定による退職手当の支給を受けることができた

者（次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。）であった
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場合にあっては、これらの規定により算出される金額（次条及び第18条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

場合にあっては、これらの規定により算出される金額（次条及び第18条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘

禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮(こ)以上の刑に処せられたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤

務職員に対する免職処分を受けたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤

務職員に対する免職処分を受けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職

期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職

期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第８条第１項の規定によ

る退職手当の額の支払を受けている場合（受けることができる場合を含

む。）における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に

係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第８条第１項の規定によ

る退職手当の額の支払を受けている場合（受けることができる場合を含

む。）における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に

係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退

職の日から５年以内に限り、行うことができる。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退

職の日から５年以内に限り、行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定による処分を行おうとするときは、

当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定による処分を行おうとするときは、

当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 

５ 川崎市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項の規定による意見の聴

取について準用する。 

５ 川崎市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項の規定による意見の聴

取について準用する。 

６ 第13条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用する。 ６ 第13条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用する。 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第18条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退

職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第16条第１項又は前条第１項の

第18条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退

職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第16条第１項又は前条第１項の
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規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規

定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当

該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同

じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当

該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職

をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められ

ることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規

定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当

該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同

じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当

該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職

をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められ

ることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第16条第５項又は前

条第３項において準用する川崎市行政手続条例第15条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第16条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を

除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行

為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第16条第５項又は前

条第３項において準用する川崎市行政手続条例第15条第１項の規定による

通知を受けた場合において、第16条第１項又は前条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を

除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行

為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退

職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされた場合（第14条第１項第１号に該当する場合を含む。

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされた場合（第14条第１項第１号に該当する場合を含む。
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次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定すること

なく、かつ、第16条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をし

たと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定すること

なく、かつ、第16条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をし

たと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられた後において第16条第１項の規定による処分を

受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の

刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこと

ができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

禁錮(こ)以上の刑に処せられた後において第16条第１項の規定による処分

を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受

給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮(こ)以

上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該

退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職

手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行う

ことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合

において、第16条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職

をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分

を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合

において、第16条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職

をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分

を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした
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者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第13条第１項に規定

する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の

受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相

続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該

退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る

租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人

が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の

退職手当等の額を超えることとなってはならない。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第13条第１項に規定

する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の

受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相

続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該

退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る

租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人

が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の

退職手当等の額を超えることとなってはならない。 

７ 第13条第２項並びに第16条第２項及び第４項の規定は、第１項から第５

項までの規定による処分について準用する。 

７ 第13条第２項並びに第16条第２項及び第４項の規定は、第１項から第５

項までの規定による処分について準用する。 

８ 川崎市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する第16

条第４項の規定による意見の聴取について準用する。 

８ 川崎市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する第16

条第４項の規定による意見の聴取について準用する。 

附則 

（失業者の退職手当に関する暫定措置） 

附則 

（失業者の退職手当に関する暫定措置） 

11 令和９年３月31日以前に退職した職員に対する第８条第５項の規定の適

用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの」とあるのは 

11 令和７年３月31日以前に退職した職員に対する第８条第５項の規定の適

用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの」とあるのは 

「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規

「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規
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定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域

内に居住し、かつ、市長が同法第24条の２第１項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる

者を除く。）」 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域

内に居住し、かつ、市長が同法第24条の２第１項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる

者を除く。）」 

とする。 とする。 
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